
おおつ市議会だより　令和３年５月１日3

　地方自治法第99条におい
て、地方公共団体の公益に関
わる事柄に関して、市議会の
議決に基づき、議会としての
意見や希望を内閣総理大臣、
国会、関係行政庁に提出する
文書のことです。

　意見書全文は
　こちらから➡

オ
ン
ラ
イ
ン
本
会
議
の
実
現
を
見
据
え
て

　
オ
ン
ラ
イ
ン
本
会
議
の
実
現
に
は

大
き
く
２
つ
の
課
題
が
あ
り
ま
す
。

　
１
つ
目
は
地
方
自
治
法
の
改
正
で

す
。
地
方
自
治
法
で
は
、
本
会
議
の

出
席
は
議
場
に
い
る
こ
と
と
解
釈
さ

れ
て
い
る
た
め
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で

の
出
席
を
可
能
と
す
る
に
は
法
改
正

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
法
改
正
を
実
現
さ
せ
る
べ
く
、

大
津
市
議
会
は
令
和
２
年
６
月
に

「
オ
ン
ラ
イ
ン
本
会
議
の
実
現
に
必

要
と
な
る
地
方
自
治
法
改
正
を
求
め

る
意
見
書
」を
国
へ
提
出
し
ま
し
た
。

　
２
つ
目
は
環
境
整
備
で
す
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
や
オ
ン
ラ
イ
ン
会

議
に
必
要
な
機
器
な
ど
ハ
ー
ド
面
の

整
備
に
加
え
、
議
事
運
営
に
か
か
る

ソ
フ
ト
面
の
整
備
も
必
要
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
議
員
や
議
会
局
職
員
が

オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
に
精
通
し
て
い
る

こ
と
も
重
要
な
要
素
と
な
り
ま
す
。

　
大
津
市
議
会
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン
模

擬
本
会
議
で
得
た
知
見
を
も
と
に
、

オ
ン
ラ
イ
ン
本
会
議
に
則
し
た
議
事

運
営
の
ル
ー
ル
化
と
、
オ
ン
ラ
イ
ン

会
議
の
未
経
験
者
に
も
そ
の
操
作
や

議
事
運
営
上
の
ル
ー
ル
が
把
握
で
き

る
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
本
会
議
は
非

常
時
に
お
け
る
開
催
が
想
定
さ
れ
る

た
め
、
ノ
ウ
ハ
ウ
の
継
承
と
と
も
に

訓
練
の
定
例
化
な
ど
も
検
討
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

新
し
い
生
活
様
式
の
も
と
定
着
し
つ

つ
あ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
シ
ス
テ
ム

の
活
用
方
策
を
議
会
で
も
構
築
し
、

日
常
的
な
使
用
に
よ
っ
て
ス
キ
ル
の

向
上
に
努
め
、
議
会
防
災
訓
練
の
機

会
を
捉
え
た
定
例
的
な
訓
練
に
も
取

り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　
地
方
自
治
法
の
改
正
が
必
要
と
な

る
本
会
議
と
は
異
な
り
、
委
員
会
に

つ
い
て
は
現
行
法
に
お
い
て
も
オ
ン

ラ
イ
ン
に
よ
る
会
議
の
開
催
が
可
能

と
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

条
例
や
規
程
の
改
正
が
必
要
で
あ

り
、
そ
の
是
非
に
つ
い
て
、
現
在
、

鋭
意
議
論
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
非
常
時
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
会

議
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
議
会
運
営

の
実
現
に
は
多
く
の
課
題
が
あ
る
一

方
、
議
会
と
し
て
の
権
能
を
発
揮
す

る
た
め
に
は
有
効
な
手
段
の
一
つ
で

あ
り
、
ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の
活
用

に
よ
り
、
一
層
市
民
に
開
か
れ
た
議

会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
の
経
験
を
も
と
に
、

非
常
時
の
議
会
運
営
に
つ
い
て
、
今

後
も
積
極
的
に
議
論
を
進
め
て
い
き

ま
す
。 非

常
時
の
議
会
運
営

　二元代表制の一翼を担う市議会では、市民の皆
さまの負託を受けて、多様な市民ニーズの反映や
迅速な意思決定の役割を果たしていくためにも、
議会機能の維持を図ることは大変重要でありま
す。非常時においても、議会審議が継続できるよ
う、オンライン会議を１つの手段として、市民の
皆さまの声がよりよく市政に反映できる環境整備
に取り組んでいきます。 八田　憲児　議長

意見書とは？オンライン模擬本会議の順序
訓練開始
議長から開議宣告

別室から提案説明

別室から質疑

別室から答弁

採決はオンライン会議
システムの挙手機能を使用

オンライン模擬本会議の録画は
インターネット議会中継で !
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それでは、
会議案第○号
○○について
の提案説明を
行います
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議場

お答えいた
します

○○について
質問します


